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学校教育活動等における熱中症事故防止に向けた対応について 

 

平素より、学校教育にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、環境省において、熱中症警戒アラート等のホームページでの情報提供が開始され

ましたが、今年の夏は、全国的に気温が高いと予想されています。 

つきましては、学校教育活動における熱中症事故防止について下記の通り対応いたしま

すので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１．熱中症特別警戒アラートとは 

〇以下の条件を満たす場合に環境省より 14時頃に発令されるものです。 

〇翌日の県内すべての観測地（暑さ指数情報提供地点）において、最高暑 

 さ指数（WBGT）が 35（予測値）に達する場合 

 

     参考： 環境省熱中症予防情報サイト → 

 

２．熱中症特別警戒アラートが滋賀県に発令された場合の対応 

①原則、臨時休校とします。 

②休校しない場合は、行事の変更・中止・延期を行います。 

③臨時休校や行事実施の判断等について、発令同日中にメールにより連絡します。 

 

３．暑さ指数（WBGT）の段階による学校の対応 

 レベル 暑さ指数（WBGT） 対  応 

 

警 

 

戒 

 

段 

 

階 

熱中症特別警戒アラート 県内すべての観測

地にて３５以上を

予測 

①原則臨時休校とします。 

②休校しない場合は、行事の変更・中止・

延期を行います。 

熱中症警戒アラート 県内いずれかの観

測地にて３３以上

を予測 
各校にて熱中症対策を講じながら教育活

動を行います。 

活動前の暑さ指数を測定し、状況に応じ

て外での活動を取りやめたり、活動内容

を変更したりする場合があります。 

危険 ３１以上 

厳重警戒 ２８以上３１未満 

警戒 ２５以上２８未満 

注意 ２５未満 
 


